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兵庫県病院事業の設置等に関する条例施行規程の一部を改正する管理規程をここに公布する。 

  令和元年５月31日 

兵庫県病院事業管理者 長 嶋 達 也  

兵庫県病院局管理規程第１号 

   兵庫県病院事業の設置等に関する条例施行規程の一部を改正する管理規程 

 兵庫県病院事業の設置等に関する条例施行規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条第８項の表に次のように加える。 

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 １人１回につき301,000円 

   附 則 

 この管理規程は、令和元年６月１日から施行する。 
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